
 

 

 

 

  

新年に当たり、ご挨拶を申し上げます。 

昨年、世界的に急拡大した新型コロナウイルス感染症（以降「コロナ感染症」といいます。）は、

本道においても感染事例が相次ぎ、地域経済や道民の生活に甚大な被害をもたらし続け、いまだ収

束の気配は見えません。 

小樽市では非常事態宣言の解除後も、基幹産業である観光の旅行客が激減し、極めて厳しい状況

が続いています。 

小樽市社会福祉協議会（以降「本会」といいます。）では、昨年３月末からコロナ感染症の影響で

減収した方を対象とする特例貸付の窓口業務を行い、小樽市から受託している生活困窮者自立支援

事業の相談業務とも連携、協力し、多くの方々を支援してまいりましたが、若い方や働き盛りの世

代を中心に、生活基盤が大きく圧迫されている状況を実感しているところです。本年も、これら事

業のほか、他の実施事業でも、生活上の困りごとを抱えていらっしゃる方に寄り添い、引き続き支

援をしてまいります。 

また、コロナ感染症は、本会の事業活動にも大きな影響を及ぼしています。今こそ、人と人がつ

ながり、互いに支え合うことがより大切な時期であると感じますが、感染予防を図りながら、市民

の皆様と共に、地域の支え合い活動をどう進めるか、従来の事業を足掛かりとしながら新機軸を打

ち出して行くのか、発想の転換が迫られています。 

人々が共に支え合う「地域共生社会」の実現に向け、本年も広く皆様の 

ご意見を伺い、関係機関とも協働し、事業を推進してまいります。 

市民の皆様のご健勝を願いつつ、本年も倍旧のご支援・ご協力を賜り 

ますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。          
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皆様の心あたたまる善意ありがとうございます 
 

令和 2 年 9 月 1 日から令和 2 年 12 月 1 日までに 

寄せられた寄付等は、下記のとおりです。 

【寄贈品】 
 
匿名 様 

匿名 様 

 

【愛情銀行】 
 

匿名 様 

匿名 様 

 
  

【一般寄付】 
 

株式会社 夢グループ 様 

匿名 様 

 
  

 

新 年 の ご 挨 拶 

小樽市社会福祉協議会 

会長 野坂 和弘  

        



 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

小樽市社会福祉協議会では、ホームヘルパー（日勤のみ）を募集しています。お気軽にお問合せください。 

〇事業所名 ：たんぽぽ指定訪問介護事業所 （小樽市花園 4 丁目 2 番 14 号 花園ビル 2 階） 

〇仕事の内容：高齢者・障がい者等の居宅における炊事、掃除、 

洗濯等の家事や入浴、通院等の介助など 

〇資格等  ：ホームヘルパー2 級、介護職員初任者研修修了者 

〇問合せ先 ：☎ 21-2087  ៲៳៴៵៶៷៸៹ 21-2089 

 

コロナ禍の本年度においても、街頭や町内会、

職場、学校など多くの場所で、「赤い羽根共同募金

運動」、「歳末たすけあい運動」にご協力いただく

ことができました。 

ご協力いただいた多くの市民の皆様、ボランテ

ィアの皆様に、心より感謝を申し上げます。 

 皆様からお寄せいただいた寄付金の額や使いみ

ちなどは、「社協だより夏号」で詳細をお知らせい

たします。 

★ 配食ボランティアさんのご紹介 ★ 【信香地区 仙波重栄さん】 

Q：お弁当をお届けして感じたことはありますか？ 

A：お弁当をお渡しするのは短時間ではありますが、ご近所での 

見守りや声掛けの大切さを感じました。 

また、「美味しかったよ」「毎週金曜日楽しみにしているよ」と 

言われると私も嬉しくなり、やりがいを感じています。 

◆ 配食をとおして見守り活動をしてくださるボランティアさんを随時募集しています。 

お問合せ先 地域福祉係 ☎ 23-7847  ៲៳៴៵៶៷៸៹ 32-5641 

お弁当をとおして地域で見守り！～給食サービス事業～ 

募集しています 

小樽市社会福祉協議会では、地域の見守りの輪を広げていくため、ボランティアさんの 

ご協力をいただき、毎週金曜日にご高齢の方へ栄養バランスのとれたお弁当を 

お届けする『給食サービス事業』を行っています。 

● 対 象 者  65 歳以上の一人暮らしの高齢者または高齢者のみの世帯の方 

● 利用料金  1 食 300 円 

● 利用方法  詳細については地域福祉係までお問合せください。 

 


